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◯コロナに感染した（らしい）とうわさ
　する

◯感染症発生施設やコールセンターに
　苦情の電話をかける

◯うわさ話や個人情報をSNSや口コミで
　広げる

◯感染者の家族や医療関係者らの施設や
　店舗の利用を断る

コロナ差別コロナ差別

新型コロナウイルス
感染症に関する
人権相談窓口

☎029（301）2613
（平日　午前９時～午後５時）
※祝日・年末年始を除く

町内の発生状況は
こちらから

県内の発生状況は
こちらから

NO!
コロナ差別コロナ差別

感染した方にはやさしさを
　ウイルスと闘うすべての方に感謝を

※通信費は、個人負担
　になります。

※通信費は、個人負担
　になります。

　新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染してしまうおそれがあり、誰もが気づかないうちに感染
させてしまう可能性があります。
　また、感染拡大に関して、感染された方及びその濃厚接触者、感染者の治療にあたっている医療従
事者やその家族、海外から帰国された方、外国人の方等に対する誤解や偏見に基づく不当な差別やい
じめは決して許されるものではありません。
　公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めるとともに、医療従事者をはじめ、感
染リスクと隣り合わせで働いている方々に感謝しましょう。

こんな行為は、差別を助長する行為となり得るのでやめましょう

公的機関が発信する情報を確認しましょう


